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（１）コミュニティバス等のコンセプト

• 補完交通という位置づけについて異論はないが、積極的に補完するための手

法が必要。

• 補完と競合のバランスを取っていくことが必要。

• 路線バスとコミュニティバス等の乗り継ぎの利便性向上などを行い、双方が

Win-Winとなる関係を作ることが必要。

• 各主体の連携により、いつでも身近に路線バスやコミュニティバス等を利用

できる環境を整えることが必要。

• 地域毎にニーズが異なるため、地域と「何が必要か」を議論する必要がある。

• 路線バスとコミュニティバスが連携し、利便性が向上した事例もある。その

ようなイメージがガイドラインから伝わると良い。

現行ガイドラインp.2より

【検討結果】

• コミュニティバス等が路線バスを「補完する交通」については、
変更に関する意見がなかったため、現行のコンセプトを継続。

• 「補完交通」だけでなく、地域ニーズに応じた共存共栄が可能な
交通モデルの構築へ向けた、地域への支援を行う。

○背景、課題
・さいたま市の地域公共交通計画基本方針【目指す将来像】（案）
○市民の日常生活における移動手段の確保
○便利で、利用され、魅力的なまちを支え続ける公共交通ネットワークの構築
○持続可能な公共交通ネットワークの実現

〇論点

補完交通としてのコミュニティバス等はどのような役割を果たすべきか。論点

〇検討の流れ

コミュニティバス等の利用状況の把握方向性１

さいたま市全体の交通体系のあり方の確認方向性２

補完交通としての役割の確認方向性３

○現行ガイドラインの記載内容

○コンセプトに関する委員意見（令和３年度第３回バス部会より）

○委員意見を踏まえたガイドラインの改定方向性

鉄道や路線バスを補完し、地域内の公共交通ネットワークを形成
を果たすため「路線バスが不十分な地域へ導入する補完交通」
という位置づけを維持

市と地域の方で議論を行い、地域ニーズの把握に努める。［継続］
地域の方が、共存共栄の交通モデルに対するイメージを持つことが
できるように、ガイドライン本編の巻末（参考資料）へ事例等を掲載
する。








